
本セミナーは、企業の法務・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきましては
ご参加をお断りしますので、予めご了承ください。応募多数の場合は抽選にて決定しますが、抽選の際は一社につき2名様までとさせていただきます。抽選結果に
つきましては、お申込時にご登録いただいたメールアドレスに、開催 1週間くらい前までにお送りします。
講演レジュメは、お一人様 1部、講演参加者にのみ配布いたします。万一ご欠席された場合はお渡しできません。

大江橋法律事務所&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー
「中国ビジネスにおける債権回収・リストラクチャリングの
  実務（破産法の最新実務を含む）の現状と課題」
講師　弁護士法人大江橋法律事務所　弁護士　林 依利子 / 宮本 聡

日 時 ： 2018年5月28日（月）　14：00～16：45（開場 13：30）

会 場 ： トムソン・ロイター　赤坂オフィス　セミナールーム　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階 
　　　　　 http://www.biztower.net/access/img/access.pdf

申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 http://www.westlawjapan.com/event/seminar/180528.html

定　  員： 50名  ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。

参 加 費 ： 無料

近時、中国ビジネスを取り巻く環境は激しく変化しており、ビジネスの拡大もあれば、ビジネスのリストラクチャリングが必要なこともあり、また、
取引先の困窮等により期せずして与信管理や債権回収の必要が生じることもあります。この度、「中国ビジネスにおける債権回収・リストラクチャ
リングの実務の現状と課題」と題して、セミナーを開催いたします。まず第一部では、中国ビジネスにおいて、取引先が窮境に陥り、またはその
おそれがある場合の与信管理や、現に債務不履行の状態に陥った場合の債権回収手続に関して、当該分野に精通した弁護士が、最新の実務動向
を踏まえて、詳しく解説いたします。第二部では、中国子会社のリストラクチャリングの手続きの概略を解説するとともに、中国における近時の
破産法実務の動向に着目し、日本の親会社が注意すべき法的課題等を検討いたします。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合わせ：info@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
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＊製品紹介については弊社担当者よりお話しいたします。
＊プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム 

14：00～15：20 第 1部　中国ビジネスにおける債権回収の実務

15：20～15：35 【製品紹介】 中国法製品「Westlaw China」のご案内
  　　　ビジネスを進める上で、対象国の制度を把握しておくことは極めて重要なものです。
  　　　各国の判例・法令を中心に広範な資料を収録するWestlawシリーズの中国法製品「Westlaw China」は、
  　　　中国国内での実務に耐えうる収録範囲を持つことに加え、一部を英語化して収録しております。
  　　　また、法律関係のトピックをアラートメールでお知らせすることも可能なデータベースをご紹介いたします。

15：35～15：50 コーヒーブレイク

15：50～16：30 第2部　中国子会社のリストラクチャリング及び中国の破産法実務の動向

16：30～16：45 質疑応答

弁護士法人大江橋法律事務所
弁護士　林 依利子（はやし えりこ）
2000年京都大学法学部卒、2001年弁護士登録、2006年New York University School of Law卒(LL.M.)、2007年ニューヨーク州弁護士登録、
2010年～現在大江橋法律事務所パートナー、2010年～2016年3月大江橋法律事務所上海事務所首席代表。中国・アジア新興国を中心とする国際
投資・合弁・M&A、国際取引、国際通商、国際的紛争解決、国際的危機管理、不祥事対応、事業再生、知的財産権等を専門とする。環太平洋法曹協会
（IPBA）国際投資委員会委員長、アジア国際法学会日本協会研究企画委員等として活動。主な著書として、『中国法実務教本―進出から撤退まで』
商事法務出版（2014年、共著）等。

弁護士　宮本 聡（みやもと そう）
2006年筑波大学第一学群社会学類卒、2007年弁護士登録、2016年University of Virginia, School of Law卒(LL.M.)、2016年～2017年Wilson 
Sonsini Goodrich & Rosati (Washington, D.C.) 勤務、2018年ニューヨーク州弁護士登録。2014年～事業再生実務家協会会員。主な取扱い分野
は、事業再生・倒産、民事再生・会社更生、破産・特別清算、国際倒産、独禁法・消費者法、公正取引関連訴訟。主なセミナーとして2017年11月事務所主催
「米国における反トラスト法とクロスボーダーM&Aの最新実務」に講師として登壇。


